
 

排水設備工事の流れ  

  

申請者  
 見積依頼   

指定工事店  
 見積書   

申請者と指定工事店による契約   

指定工事店  
 排水設備新設等計画確認申請書   

市  
 排水設備新設等計画確認書   

指定工事店による工事着手～工事完了   

指定工事店  
 排水設備工事完了届   

市  
 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開・変更）届   

申請者、指定工事店、市の３者による検査   

市   排水設備検査済証   申請者  

  

  

申請者と指定工事店の間での契約等に基づき、排水設備工事を進めてください。また、見積書作成にあた

って、検査時において疑義の生じるような施工内容については、あらかじめ、指定工事店から市に協議した

上で、ご作成ください。  

また、見積書の内容については、申請者と十分協議し、納得いただいてからの工事着手をお願いします。 

（指定工事店の見積もり内容について、納得されていない申請者が、相談に来られる場合があります。）  

  

具体的な施工内容が決まれば、排水設備新設等計画確認申請書【Ａ】を作成し、市にご提出ください。提

出書類等に不備があった場合は基本的に再提出をお願いします。審査完了後、指定工事店に連絡しますの

で、速やかに排水設備新設等計画確認書【Ｂ】の受領をお願いします。なお、排水設備新設等計画確認書

【Ｂ】には施工要件を追記する場合がありますので、必ず工事着手前に受領をお願いします。排水設備新設

等計画確認書【Ｂ】は申請者保管分となりますので、必ず申請者にお渡しください。 控えが必要な場合は、

排水設備新設等計画確認書【Ｂ】の写しにてご対応ください。 

  

排水設備新設等計画確認書【Ｂ】の受領後に工事着手をお願いします。審査完了までに着手することは、

近江八幡市下水道条例第６条の規定に違反することとなるため、近江八幡市下水道条例第３１条の規定によ

る罰則や、近江八幡市下水道排水設備指定工事店規程第１３条の規定による指定取り消し等の処分対象とな

りますので、厳守してくださいますようお願いします。なお、交付から６カ月以内に工事着手のない場合

は、近江八幡市下水道条例施行規程第７条の規定により確認を取り消すこととなりますので、ご注意くださ

るよう併せてお願いします。  

    

    

    

    

    

    

    



 

また、工事完了日から５日以内に、排水設備工事完了届【Ｃ】および公共下水道使用開始（休止・廃止・

再開・変更）届【Ｄ】をご提出ください。検査は屋内からの水流しをお願いしますので、できるかぎり申請

者立会いのもとで行います。申請者との日程調整は指定工事店にてお願いします。  

  

検査に合格しましたら、排水設備検査済証【Ｅ】を交付します。是正指示等があった場合は、速やかに対 

応をお願いします。排水設備の計画内容が事業系の排水と判断されるものについては、除害施設の設置が必

要となります。除害施設工事においても、排水設備工事と同様の流れとなりますので、排水設備新設等計画

確認申請書【Ａ】とともに除害施設新設等計画確認申請書【Ｆ】、除害施設等管理責任者選任（変更）届

【Ｊ】をご提出ください。審査完了後、除害施設新設等計画確認書【Ｇ】を交付します。工事完了後、排水

設備工事完了届【Ｃ】とともに除害施設工事完了届【Ｈ】をご提出ください。排水設備工事と同様に、検査

に合格しましたら、除害施設検査済証【Ｉ】を交付します。 ※除害施設検査済証【Ｉ】については、後日交

付します。連絡がありましたら速やかに受領をお願いします。 

  

なお、公害防止管理者の選任が定められている特定工場等に該当せず、有資格者の選任が不要な事業場

で、関係資格を所有していない場合は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書【Ｋ】をご提出ください。審

査完了後、除害施設等暫定管理責任者承認書【Ｌ】を交付します。  

  

特定施設を設置する場合も、除害施設等管理責任者選任（変更）届【Ｊ】または除害施設等暫定管理責任

者承認申請書【Ｋ】をご提出ください。また、特定施設設置届出書も必ず併せてご提出ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

【Ａ】排水設備新設等計画確認申請書  

   （別記様式第 １ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ６ 条）  

【Ｂ】排水設備新設等計画確認書  

（別記様式第 ４ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ７ 条）  

申請時、Ａ（市保管分）Ｂ（申請者保管分）、２枚１組でご提出ください。審査完了後、Ｂを指定工

事店に返却しますので、Ｂは必ず申請者にお渡しください。Ａ、Ｂには同じ内容をご記入ください。  

排水設備新設等計画確認申請書【Ａ】（以下、宅内申請）は、指定工事店による施工内容が、近江八

幡市の基準に沿った計画となっているかを審査します。審査完了後、排水設備新設等計画確認書【Ｂ】

を交付する旨を市から指定工事店に連絡しますので、必ず受領後に工事着手をお願いします。審査完了

までに着手することは、近江八幡市下水道条例第６条の規定に違反することとなるため、近江八幡市下

水道条例第３１条の規定による罰則や、近江八幡市下水道排水設備指定工事店規程第１３条の規定によ

る指定取り消しといった処分対象となります。  

《記入要領Ｐ．○○参照》  

  



   

【Ｃ】排水設備工事完了届  

（別記様式第 ６ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第８条） 

排水設備新設等計画確認書【Ｂ】を受領後に工事着手し、工事完了後、

完了日から５日以内に排水設備工事完了届【Ｃ】を公共下水道使用開始

（休止・廃止・再開・変更）届【Ｄ】と併せてご提出ください。提出の前

には必ず、事前確認欄を確認し、必要事項をご記入ください。排水設備工

事完了届【Ｃ】の受付後、検査日時を調整します。なお、排水設備工事完

了届【Ｃ】の検査担当者およびＴＥＬ欄には連絡の取れる電話番号等をご

記入ください。  

検査は屋内からの水流しをお願いしますので、できるかぎり申請者立会い

のもとで行います。申請者との日程調整は指定工事店にてお願いします。  

《記入要領Ｐ．○○参照》  

  

【Ｄ】公共下水道使用開始（休止・廃止・再開・変更）届  

（別記様式第１６号／近江八幡市下水道条例施行規程第１２条）  

排水設備工事完了届【Ｃ】と併せてご提出ください。提出の前には必

ず、下水道への接続時における水道メーターの指針を確認し、必要事項を

ご記入ください。  

下水道使用料を徴収する上で重要な書類ですので、給排水の現状を十分

把握し、記載間違いの無いようにご留意ください。  

《記入要領Ｐ．○○参照》  

  

【Ｅ】排水設備検査済証  

（別記様式第 ８ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ８ 条） 

排水設備工事の検査に合格しましたら、市から申請者に交付します。  

  

 

【Ｆ】除害施設新設等計画確認申請書  

（別記様式第 ３号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ６ 条）   

排水設備工事において除害施設を設置する必要がある場合は、宅内申請

とは別に除害施設新設等計画確認申請書【Ｆ】を併せてご提出ください。

申請書は２部ご提出ください。審査完了後、除害施設新設等計画確認書

【Ｇ】と共に申請者保管分として１部返却します。申請は宅内申請と同時

が原則ですが、事前にご提出くださっても結構です。ただし、宅内申請よ

りも提出が遅れた場合は、除害施設新設等計画確認書【Ｇ】の交付まで

は、宅内申請の確認書も交付できませんので、十分に留意してください。  

 



  

【Ｇ】除害施設新設等計画確認書  

（別記様式第 ５ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ７ 条）  

除害施設新設等計画確認申請書【Ｆ】の審査完了後、排水設備新設等計

画確認書【Ｂ】と同様に、除害施設新設等計画確認書【Ｇ】を交付する旨

を市から指定工事店に連絡しますので、必ず受領後に工事着手をお願いし

ます。  

  

  

  

【Ｈ】除害施設工事完了届  

（別記様式第 ７ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ８ 条）  

除害施設新設等計画確認書【Ｇ】を受領後に工事着手し、工事完了後、

必要事項を記入した完了届を完了日から５日以内に、排水設備工事完了届

【Ｃ】と併せてご提出ください。除害施設工事の検査は、排水設備工事の

検査と同時に行います。  

《記入要領Ｐ．○○参照》  

  

  

【Ｉ】除害施設検査済証  

（別記様式第 ９ 号／近江八幡市下水道条例施行規程第 ８ 条）  

除害施設工事の検査に合格しましたら、市から申請者に交付します。排

水設備検査済証【Ｅ】と異なり、除害施設検査済証【Ｉ】は検査後の発行

となります。交付の際は、指定工事店に連絡しますので、速やかに受領を

お願いします。  

  

  

  

【Ｊ】除害施設等管理責任者選任（変更）届  

（別記様式第１３号／近江八幡市下水道条例施行規程第１１条） 

除害施設または特定施設を設置するにあたって、事業場に勤務している

方から管理責任者を定めてご提出ください。関係資格を所有している場合

は除害施設等管理責任者選任（変更）届【Ｊ】を、関係資格を所有してい

ない場合は除害施設等暫定管理責任者承認申請書【Ｋ】をご提出くださ

い。 ただし、特定工場においては公害防止管理者の選任が定められてお

り、この場合は必ず、除害施設等管理責任者選任（変更）届【Ｊ】をご提

出ください。  

 



 

【Ｋ】除害施設等暫定管理責任者承認申請書  

（別記様式第１４号／近江八幡市下水道条例施行規程第１１条）  

関係資格を所有していない場合は除害施設等暫定管理責任者承認申請書

【Ｋ】をご提出ください。関係資格を所有している場合は除害施設等管理

責任者選任（変更）届【Ｊ】をご提出ください。  

《記入要領Ｐ．○○参照》  

  

  

 

 

【Ｌ】除害施設等暫定管理責任者承認書  

（別記様式第１５号／近江八幡市下水道条例施行規程第１１条）  

除害施設等暫定管理責任者承認申請書【Ｋ】の審査完了後、除害施設等

暫定管理責任者承認書【Ｌ】を交付する旨を市から指定工事店に連絡しま

すので、速やかに受領をお願いします。承認後に資格を取得または講習の

課程を修了した際は、必ず除害施設等管理責任者選任（変更）届をご提出

ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


